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令和７年度 第２回 四街道市市民参加推進評価委員会 会議議事録（会議概要） 

  

日 時 令和８年２月１６日（月）午後２時００分～午後３時３５分 

場 所 四街道市役所 本館１号棟４階会議室 

出席者 出席委員：日野委員長、椎名委員、赤松委員、冨樫委員、原委員（５名） 

欠席委員：小笠原委員、石川委員（２名） 

事務局 川田総務部長、齊藤総務課長、塩田主任主事、斉藤主事 

公開・非公開の別 公開 

傍聴人 ０人 

 

会議次第 

 

 １．開会 

 ２．総務部長挨拶 

 ３．委員長選出 

 ４．委員長挨拶 

 ５．諮問 

 ６．議題 

  ・議題（１）令和７年度 市民参加手続の対象とした行政活動の手続の評価 

  ・議題（２）令和７年度 市民参加手続の対象としなかった行政活動の手続の評価 

  ・議題（３）令和７年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

  ・議題（４）令和８年度 市民参加手続の実施予定の評価 

  ・その他 

 ７．閉会 

 

会議の内容  

 

―― １．開会 ～５．諮問 については議事録省略 ―― 

  

６．議題  

〇議題１  令和７年度 市民参加手続の対象とした行政活動の手続の評価 

 

日野委員長 それでは、議事に入ります。 

資料№１から、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局（塩田） 【資料№１ 文化センター改修工事に係る計画の策定】の概要説明 
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日野委員長 ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

日野委員長 市民会議、ワークショップ３回の予定のところが、実際に実施した回数

は４回になっています。 

２ページを見ると令和７年２月の会議が増えていますが、これは市民

の方からの意見や、具体的に市民会議の中で議論が追加されて回数が

増えたというような諸事情があるのか。もしわかれば教えていただけ

ますか。 

 

事務局 

（齊藤課長） 

市民意見が活発に行われたということでございます。当初は３回で方

針決定を予定していましたが、３回目で方針決定に至らず４回の開催

になった。いうことで確認をしています。 

 

日野委員長 ありがとうございました。他にご意見・ご質問がありましたらお願いい

たします。 

 

＞特になし  

日野委員長 それでは、手続きとしては、適切であるとさせていただきます。 

 

日野委員長 資料№２について事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局（塩田） 【資料№２ 四街道市手話言語条例の制定】の概要説明 

 

日野委員長 ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

日野委員長 パブリックコメントの実施にあたって、障害のある方の情報へのアク

セシビリティというところは、市としてどのような対応をされていま

すか。 

 

事務局 

（齊藤課長） 

ホームページについては読み上げ機能がありますことや多言語での表

示も可能であると承知しております。ホームページにつきましては対

応できているという認識をしているところです。 

 

日野委員長 障害の程度によってはパブコメの期間が３０日では短いというお声も

あるかもしれないです。今後の検討だと思いますが、対象となる施策の
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内容等を勘案して、例えば、期日の延長を考えながら多様な意見を聞き

取るという姿勢は大切であると思います。 

 

日野委員長 その他ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

＞特になし 

 

 

日野委員長 それでは、手続きとしては、適切であるとさせていただきます。 

 

〇議題２  令和７年度 市民参加手続きの対象としなかった行政活動の手続の評価 

日野委員長 議題２市民参加手続きの対象としなかった行政活動の手続の評価につ

いて事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（塩田） 【議題２令和７年度市民参加手続きの対象としなかった行政活動の手

続の評価】一括して概要説明 

 

日野委員長 意見・ご質問ありますでしょうか。 

 

富樫委員 議題２の案件がすべて同時審査になっています。予定と実施したシー

トが同時に委員会で審査されるということについては全然問題ないの

ですか。 

 

事務局（塩田） 実務的な部分ですが本部会の審査の回数と委員会でお願いしており

ます回数がそれぞれ３回と２回ということで回数が違うということが

一つございます。 

もう一つは国の法令等、通知や法令改正から実施までの期間が非常に

短い場合がございまして、条例の内容が決まってから制定までの期間

が非常に短くなってしまう場合があります。 

このような場合には市民参加の本部会と委員会の審議を一つずつお願

いしておりますと制定のタイミングを逸してしまうとことにもなりか

ねないということもございます。このような事態が発生してしまう場

合には同時審査というふうにさせていただいています。 

 

日野委員長 本来であれば本委員会で実施予定シートを確認する必要があるのです

が、実務上、なかなかタイミングが合わないということが一つと、あと

は市民参加手続きの対象となるものでかつ実施しない案件であるとの
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ことですね。 

例えば、今回の場合であれば市税の賦課徴収であるとか、国の基準の変

更だというもので市民の参加を促す必要性が極めて低いと判断できる

ものについては同時での審査をしていくという運用もこれまでしてお

ります。事務局の説明はその点について理解いただきたいということ

です。 

冨樫委員よろしいですかね。委員会の開催回数が限られている中で、審

査のタイミングが難しいところでもあります。 

 

冨樫委員 状況はよくわかりますが特にそれで運用上問題ないということであれ

ばよいとは思います。 

 

日野委員長 本来であれば予定シート全てを我々の方で確認をしていくということ

になります。逐一やっているとなかなかこれは年３回の本部会と年２

回の委員会ですのでまとめて審査するというのが難しくなってしまい

ます。 

適用除外の可能性が高いもの、逆に適用除外か微妙なところは事務局

から委員長への事前相談もあります。その段階で手続きに関してフィ

ルターがかかっているということで運用させていただきます。よろし

いですか。 

 

日野委員長 はい。ありがとうございます。その他いかがですかね。 

ご意見よろしいですか。 

 

＞特になし 

 

 

日野委員長 それでは、手続としては、適切であるとさせていただきます。 

 

〇議題３  令和７年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

日野委員長 議題３令和７年度市民参加手続の実施予定追加の評価、こちらも併せ

て一括で事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（塩田） 【議題３ 令和７年度市民参加手続の実施予定（追加）の評価】の概要

説明 

日野委員長 資料№１７の防災計画の修正について軽易な修正となっていますが、

具体的にどういった点が軽微な修正なのかわかりますでしょうか。 
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四街道市地域防災計画の修正ということで何か文言の修正なのか、軽

易というとどれぐらいの軽易なのかも内容を確認したい。 

 

事務局（塩田） 資料№１７の四街道市地域防災計画の修正につきましては土砂災害区

域の指定が増えたことによる変更でございます。この指定は千葉県が

行っております。あとは誤記訂正などを行う予定とのことでございま

す。 

 

日野委員長 指定の追加ということですか。それとも、その情報の修正というところ

ですか。 

その他、委員の皆様方いかがでしょうか。 

 

日野委員長 資料№１４四街道市高度地区指定基準の制定につきまして、県が策定

した指定基準が市に降りてきたということだと思います。 

参加手続きを見ると都市計画審議会が開催されパブコメを行うことは

手続きとしては当然妥当なのですが、この実施予定のところで指定基

準を審議会の方で策定するのが１０月、そのあとにパブコメを実施す

るという流れで理解してよろしいですかね。 

令和８年の１月まで審議会ということですが、先に市民の方への手続

進めるのではなく、まずは審議会で精査いただくという流れが一般的

だと思うのですが、このあたりいかがですか。 

 

事務局（塩田） 都市計画法によります都市計画審議会でございますが、こちら審査の

流れといたしましては、都市計画審議会で決定したものを公布してい

くというような流れになります。 

その前に市民の皆様からのご意見、利害関係者からの意見などを聴取

いたしまして、その内容を反映したものを都市計画審議会にかけるこ

とになります。例えばこの手続きが逆転いたしますと、都市計画審議会

で決定したものに対してご意見をいただいて、そこで変更があった場

合には、もう一度都市計画審議会にかけて、都市計画決定手続きをしな

ければならないということになりまして、堂々めぐりのようなことに

もなりかねないということになりますので都市計画法上の手続きとし

て、ただいまのような順番でやらせていただきたいと思っております。 

 

日野委員長 基本的には住民、市民の方にお聞きするというのは審議会の審議経過

を踏まえた後とし、まずは審議会でお伺いするのが一般的だと思いま
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す。 

利害関係者の意見聴取については他の事案でもありましたが、例えば

業界団体などの意見聴取というのはその他の方法で行ってから都市計

画審議会に案を出して色々な議論をしていただいた上で最終的に市民

の方のチェックがかかるというプロセスが望ましいとは思います。 

その辺りはまた少し所管課とご相談していただければと思います。 

 

日野委員長 ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

＞特になし 

 

 

日野委員長 それでは、手続としては、適切であるとさせていただきます。 

 

〇議題４  令和８年度 市民参加手続の実施予定の評価 

日野委員長 令和８年度 市民参加手続の実施予定の評価について事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局（塩田） 

 

【令和８年度 市民参加手続の実施予定の評価】一括して概要説明 

日野委員長 ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

冨樫委員 資料№３０と３１がパブコメだけでいいという判断をされた理由につ

いてお伺いしたい。 

もう一点は資料№３１の方はもう少し丁寧に意見を吸い上げた方がい

いのではないかという気はいたしますがどうでしょうか。 

 

事務局（塩田） 資料№３０と３１の２件につきましては、行政手続き条例に該当する

部分でございまして、行政手続き条例に該当する場合には規定上は一

つだけの手続きで良いとなってございまして、その規定に沿って担当

課の方で手続きを一つとしているものでございます。 

  

日野委員長 

 

冨樫委員いかがですか。 

冨樫委員 理由は理解しました。 

内容が詳しくわからないので何とも言いがたいところはあるのです

が。 
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日野委員長 資料№３０の保育所の保育に関する規則では利用者人数の部分を踏ま

えながら利用調整、優先順位とか調整順位の見直しということですの

で、そういう抽選のあり方という部分の検討ということですよね。 

具体的内容、給付の内容の手続きというか、抽選のあり方というところ

の議論ですので、ここは市民の方に意見提出手続き、パブコメという形

で進めていく。そこにしっかりと書いていただくように周知を徹底し

ていただきたいと思います。 

資料№３１は、障害者の皆さんの生活用具の給付の基準ですか。 

近隣の調査、現状に合わせた用具の見直しや追加、器具というのはどん

どん新しくなるので指定する器具の再調整というか見直しをされると

いう理解ですかね。 

今現在、どういう器具が先進的なものなのかということについての把

握はしていませんが、先ほど特に意見提出のところでありましたよう

に、こちら案件についても丁寧に、障害の有無を問わず多様な意見をし

っかりと聞いていただくような形にはしていただきたいと思います。

そういった意味で意見聴取をしっかりとしていただくということでお

願いいたします。 

 

冨樫委員 パブコメはなかなか出てこないので、他のやり方もあるのではないか

という気はいたしますが、意見を丁寧に拾っていただければいいので

はないかと思います。 

 

日野委員長 非常に重要な指摘だと思います。よろしくお願いします。 

 

日野委員長 資料№２９の駅北口第１自転車駐車場の位置というのは、銀行の並び

の３階建てのところでよいですか。そこが古くなってきたので今度改

修という話ですね。 

 

事務局（塩田） 自転車駐車場と自動車駐車場が一体的になっているところです。そこ

のエリアで自転車駐車場と他の施設、二輪と自動車駐車場を含めた全

体的な整備をかけていこうとする案を作るようなことでは聞いてはお

ります。 

 

日野委員長 駐輪場だけではない、市施設として複合的な施設になる可能性もある

ということですか。 
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整備の内容によっては市民の方の意見は聴取できるようにした方がい

いのではないかと思いました。 

令和１１年１０月着工なのでかなり早い段階、今年の９月でパブコメ

が実施されます。全体の計画がどれぐらいのスピード感をもって進め

られるのかにもよるのですが、駐輪場だけでなく複合的にされるので

あれば市民の方々の共有、公共施設ですからもう少し市民の方から意

見も丁寧に意見を拾っていただくとありがたいというふうには思いま

した。 

例えば、資料№１の文化センター改修工事のようなやり方にするのか。 

この点、所管課ともご相談いただいた方がよろしいかなと思いました。 

 

日野委員長 早い時期に行うのは何か理由があるのですか。最近の建築資材高騰な

どからですか。 

 

事務局（塩田） 確認はしてないのですが、例えば補助金等を活用するとなればその年

度を含めてある程度の期間を設けて全体の日程を組んでいるというよ

うなことも考えられます。 

 

日野委員長 そういう日程も含んでいる可能性もあるということですか。 

 

赤松委員 一点教えてください。 

審議会等の手続きについてですが、例えば資料№２の手話言語条例の

制定のときに、諮問日と答申日が同じ日です。それはそれで結果的には

全然問題はないのですが、そういうものなのですか。 

 

日野委員長 事務局からご説明お願いします。 

資料№２の２枚目実施状況シート３をご覧いただくと意見を求めた日

と意見提出された日が一致しているということ。審議会１回で答申と

諮問をやりとりしているという理解でいいですか。 

 

事務局 

（齊藤課長） 

実施状況シートの意見提出に至る審議過程という項目のところに市が

提示した条例案に対して議論を重ねということで記載がありますよう

に、これまでも複数回に亘って審議会で議論を重ねておりましてその

議論を基に諮問して当日答申をいただけたということです。 

 

日野委員長 即日での諮問・答申はなかなか難しいですから。 
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事前に相談されている経緯があったということです。 

よくわかりました。 

 

日野委員長 それでは、手続としては、適切であるとさせていただきます。 

 

日野委員長 議題１から４については、審議がすべて終了いたしました委員の皆様

方のご協力ありがとうございました。 

答申案につきましてはそれぞれすべて適切であるということになりま

したので、答申文の表現については委員長一任をいただきたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

＞異議なし  

日野委員長 ありがとうございます。 

最後にその他ということで事務局から３点あります。 

事務局からお願いいたします。 

 

事務局（塩田） 【以下、３点について説明】 

① 市民提案制度の応募状況の報告 

② より良い市民参加手続きに向けた取り組み（案）について 

③ 次回会議の予定(令和８年７月頃) 

 

日野委員長 ありがとうございます。それでは、事務局へお返しいたします。 

 

○閉会 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

それでは令和７年度第２回四街道市市民参加推進評価委員会を終了し

ます。 

 

＞ありがとうございました。 

  

 


